
内
共
第
一
号

漁
業
の
免
許
の
内

容
た
る
べ
き
事
項

等
の
告
示
の
際
の

公
示
番
号

第

二

千

五

百

七

十

六

号

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
九
日

内
共
第
一
号

免

許

番

号

海
津
市
海
津
町
萱
野
二
〇
五

番
地
五

海
津
市
漁
業
協
同
組
合

代
表
理
事

安
立
敏
行

漁
業
権
者
の
住
所
、
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

(

金
曜
日)

平
成
二
十
五
年
岐
阜

県
告
示
第
三
百
十
二

号
の
と
お
り
。
た
だ

し
、
存
続
期
間
に
つ

い
て
は
、
平
成
二
十

六
年
岐
阜
県
告
示
第

三
百
四
十
六
号
の
と

お
り

免
許
の
内
容
等

目

次

告

示

○
共
同
漁
業
の
免
許

(

農

政

課)

五
六
三
ペ
ー
ジ

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

五
六
三

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件
(

商
業
・
金
融
課)

五
六
四

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

五
六
五

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

技
術
検
査
課)

五
六
五

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(
西
濃
農
林
事
務
所)

五
六
五

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
二
十
号

漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
六
年
八
月

一
日
第
一
種
共
同
漁
業
を
次
の
と
お
り
免
許
し
た
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
二
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
九
日



道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

名

張

上

切
線

路
線
名

区

間

高
山
市
下
切
町
三
六
〇
番
一

地
先
か
ら

同

市
同

二
三
三
番
二

一
地
先
ま
で

高
山
市
下
切
町
六
一
九
番
二

地
先
か
ら

同

市
同

五
七
一
番
八

地
先
ま
で

区

間

区
域
変
更
前
後
別 後 前 後 前 区

域
変
更
前
後
別

敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･� �･�〜��･� �･�〜�･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･� ��･� ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

県
道

古

川

宇
津
江

四
十
八
滝

国

府
線

同

市
同

町
同

字
同

一
五
二
七
番
一
地
先
ま
で

高
山
市
国
府
町
宇
津
江
字
中

村
一
四
六
二
番
一
地
先
か
ら

後 前��･�〜��･� �･�〜��･����･� ���･�

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
二
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書

の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
概
要
を
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・
金

融
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

垂
井
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
複
合
商
業
施
設

不
破
郡
垂
井
町
表
佐
字
大
持
野
五
五
番
一

外

二

意
見
の
概
要

垂
井
町
長
の
意
見

・

商
業
施
設
の
オ
ー
プ
ン
時
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
る
が
、
特
に
関
ヶ
原
方
面
か
ら
来
店
す
る
車
両

が
、
ゆ
り
の
宮
交
差
点
に
お
い
て
右
折
待
ち
す
る
こ
と
に
よ
り
、
二
一
号
上
り
線(

大
垣
方
面)

に
渋
滞
が
発
生
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
事
前
に
折
込
チ
ラ
シ
な
ど
に
よ
り
、
宮
代
交
差
点
で

右
左
折
さ
せ
、
迂
回
し
て
商
業
施
設
予
定
地
東
に
接
す
る
町
道
か
ら
進
入
す
る
よ
う
案
内
す
る
と

と
も
に
、
オ
ー
プ
ン
時
は
交
通
誘
導
員
を
適
切
に
配
置
し
、
交
通
渋
滞
の
解
消
に
努
め
ら
れ
た
い
。

・

商
業
施
設
予
定
地
に
接
す
る
町
道
は
、
通
学
路
で
あ
り
、
特
に
朝
夕
の
登
下
校
時
に
お
い
て
の

一
般
車
両
の
入
庫
及
び
出
庫
に
つ
い
て
、
東
側
か
ら
の
出
入
り(

ゆ
り
の
宮
交
差
点
に
近
い
出
入

口)

を
除
外
す
る
な
ど
、
十
分
な
安
全
対
策
を
お
願
い
し
た
い
。

第２５７６号 岐 阜 県 公 報 平成26年８月29日 ( 564 )



・

国
道
、
町
道
へ
の
出
入
り
に
際
し
、
交
通
事
故
、
交
通
渋
滞
が
発
生
し
な
い
よ
う
、
交
通
安
全

施
設
の
設
置
等
に
関
し
て
、
積
極
的
に
協
力
願
い
た
い
。

・

廃
棄
物
は
適
正
に
処
理
さ
れ
た
い
。

・

近
隣
住
民
か
ら
騒
音
、
異
臭
な
ど
の
苦
情
が
あ
っ
た
場
合
は
、
誠
意
を
持
っ
て
対
応
さ
れ
た
い
。

(

届
出
事
項

新
設)

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
美
濃
加
茂
市
長
職
務
代
理
者
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

美
濃
加
茂
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

空
中
写
真
撮
影
、
写
真
地
図
作
成)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日
か
ら

同

年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

四

作
業
地
域

美
濃
加
茂
市

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
工
事
情
報
保
管
管
理
シ
ス
テ
ム
構
築
・
運
用
保
守
委
託
業
務
一

式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
26年
６
月
20日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
26年
７
月
31日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
大
阪
府
大
阪
市
西
区
靭
本
町
二
丁
目
４
番
８
号

株
式
会
社
ヤ
マ
イ
チ
テ
ク
ノ

代
表
取
締
役
山
脇
雅
則

６
落
札
金
額
26,460,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
県
土
整
備
部
技
術
検
査
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

垂
井
町
土

地
改
良
区

平
成
��･�･��
理
事

清

水

俊

不
破
郡
垂
井
町
宮
代
一
五
七
九
番
地
の
一

同

古

川�
治

不
破
郡
垂
井
町
栗
原
一
五
二
一
番
地
の
一

同

藤

墳

守

不
破
郡
垂
井
町
表
佐
一
八
一
四
番
地
の
一

同

富

田

良

一

同

二
二
一
〇
番
地
の
三

同

柳

瀬

利

美

不
破
郡
垂
井
町
綾
戸

二
五
一
番
地

同

石

井

眞

弘

不
破
郡
垂
井
町
平
尾

一
三
三
番
地
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同

小

竹

久

通

不
破
郡
垂
井
町
府
中

二
三
〇
六
番
地

同

中

村

輝

美

不
破
郡
垂
井
町
梅
谷

三
一
九
番
地
の
二

同�
木

一

見

不
破
郡
垂
井
町
大
石

一
一
六
六
番
地

同

川

瀬

桂

不
破
郡
垂
井
町
岩
手

二
五
二
九
番
地

同

柏

重

利

不
破
郡
垂
井
町
伊
吹

五
一
〇
番
地

同

岩

田

進

不
破
郡
垂
井
町
府
中

一
七
二
八
番
地

同

古

山

紀

彦

不
破
郡
垂
井
町

一
五
八
三
番
地

監
事

久
保
田

和

喜

不
破
郡
垂
井
町
表
佐

一
六
五
九
番
地

同

林

弘

明

不
破
郡
垂
井
町
岩
手

二
四
五
七
番
地

同

中

島

貞

夫

不
破
郡
垂
井
町

一
五
九
八
番
地
の
六

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

垂
井
町
土

地
改
良
区

平
成
��･�･��
理
事

清

水

俊

不
破
郡
垂
井
町
宮
代
一
五
七
九
番
地
の
一

同

古

川�
治

不
破
郡
垂
井
町
栗
原
一
五
二
一
番
地
の
一

同

藤

墳

守

不
破
郡
垂
井
町
表
佐
一
八
一
四
番
地
の
一

同

富

田

良

一

同

二
二
一
〇
番
地
の
三

同

柳

瀬

重

一

不
破
郡
垂
井
町
綾
戸
一
〇
五
六
番
地
の
七

同

石

井

眞

弘

不
破
郡
垂
井
町
平
尾

一
三
三
番
地

同

小

竹

久

通

不
破
郡
垂
井
町
府
中

二
三
〇
六
番
地

同

寺�
博

男

不
破
郡
垂
井
町
市
之
尾

一
九
三
番
地

同

藤

井

恒

典

不
破
郡
垂
井
町
大
石

二
四
一
番
地

同

川

瀬

桂

不
破
郡
垂
井
町
岩
手

二
五
二
九
番
地

同

柏

重

利

不
破
郡
垂
井
町
伊
吹

五
一
〇
番
地

同

岩

田

進

不
破
郡
垂
井
町
府
中

一
七
二
八
番
地

同

三

浦

高

雄

不
破
郡
垂
井
町

一
五
四
九
番
地
の
四

監
事

富

田

政

美

不
破
郡
垂
井
町
表
佐
一
二
八
二
番
地
の
一

同

林

弘

明

不
破
郡
垂
井
町
岩
手

二
四
五
七
番
地

同

中

島

貞

夫

不
破
郡
垂
井
町

一
五
九
八
番
地
の
六
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